








9.18消防・防災 

 

出典：「東京港の防災事業 平成 27年」（平成 27年６月 東京都港湾局） 

図 9.18-1 防潮堤等の整備計画の状況 

計画地 
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9.18消防・防災 

5) 地形・地質の状況 

「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3)地形及び地物の状況」（p.69参照）に示

したとおり、計画地の建築物が予定されている区域は、平成７年度に埋立てられており、計画

地の地盤面は、T.P.+1.5m～T.P.＋5m程度の平坦な地形である。 

「東京の液状化予測図（平成 24 年度改訂版）」によると、図 9.18-2 に示すとおり計画地は

埋立地部分の約半分が「液状化の可能性が低い地域」に、一部が「液状化の可能性がある地域」

や「液状化の可能性が高い地域」に位置している。 

  

出典：「東京の液状化予測図（平成 24年度改訂版）」（平成 25年３月 東京都） 

図 9.18-2 液状化予測の状況 

 

6) 水象の状況 

計画地は、東京港に面した中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側埋立地及びその間の東西

水路に位置する。計画地の地盤面は、T.P.+1.5m～T.P.＋5m程度の平坦な地形である。「南海ト

ラフ巨大地震等による東京の被害想定」によると、東京港埋立地での最大津波高は 1.88mであ

り、計画地の地盤高は最大津波高よりも高くなっている。また、隣接する海の森公園（仮称）

の海抜は約 T.P.+30mである。 

計画地 
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9.18消防・防災 

 

7) 土地利用の状況 

計画地は昭和 40 年代に埋立工事が行われ、平成８年に竣工した中央防波堤内側埋立地と昭

和 50 年代から埋立工事が行われている中央防波堤外側埋立地及びその間の水路に位置してお

り、土地利用は供給処理施設、官公庁施設、屋外利用地・仮設建物となっている。計画地西側

に供給処理施設、官公庁施設、専用工場、倉庫・運輸関係施設が存在し、計画地北側は海の森

公園（仮称）の一部となっている。 

計画地及びその周辺における都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく用途地域等の指

定状況は、前掲図 9.1-10に示すとおりである。用途地域の指定はされていない。 

計画地及びその周辺における主な公共施設は、前掲表 9.1-23、前掲図 9.1-11 に示すとおり

である。計画地周辺には、公園・緑地・児童遊園は合わせて５箇所存在し、計画地北側には海

の森公園（仮称）（平成 28 年度一部開園予定）が隣接している。 

8) 監視体制の状況 

類似施設としてＡ施設における監視体制の状況を整理した。 

Ａ施設では、自衛消防隊として所長のもとに図 9.18-3に示すとおりの体制が組まれており、

非常時の通報連絡、消火、避難誘導、救護等に係る体制が組まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.18-3 Ａ施設における防災管理体制 

 

9) 災害等の発生状況 

東京都においては、平成 23 年の東北地方太平洋沖地震で、震源から遠く離れた都内におい

ても液状化や大量の帰宅困難者の発生といった被害が生じた。計画地及びその周辺においては、

最大震度５弱を観測し、約５時間後に高さ 1.5mの津波の発生が記録されている。 

また、台風による高潮被害について、表 9.18-4に示す被害が記録されている。 

隊長：所長 

重要書類持出班 

所長 

 

副隊長：主査 

通報連絡班 

主査 

 
消火班 

職員Ａ 

 
避難誘導班 

職員Ｂ 

 
救護班 

職員Ｃ 

 

・消防機関に対する通報、その他確認にあたる。 

・園内への出荷の周知、消防隊への情報提供にあたる。 

・関係する官公署等の連絡にあたる。 

 

・消火作業及び消火の指揮にあたる。 

 

 

・避難者の誘導、非常口などの開放にあたる。 

 

 

 

・負債者、被救助者の応援救護にあたる。 
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表 9.18-4 計画地周辺における地震、高潮被害の被害状況 

名称 

（発生年月日） 
被害規模 被害状況等 

東北地方太平

洋沖地震 

（平成 23年 

３月 11日） 

マグニチュード 9.0 

（震源：三陸沖） 

 

計画地及びその周辺の最大震度：５弱 

○建築物等被害 

・高層ビル等でエレベーターの長時間停止 

・千代田区九段会館にて天井崩落 

○交通機関への影響 

・鉄道が全面的に運行停止、施設の安全確認を実施、運転再開時

の帰宅者集中。 

○通信（携帯電話）障害 

・通信事業者による最大約９割の通話規制により、携帯電話が不

通 

○帰宅困難者の発生 

・交通機関の停止に伴い多数の帰宅困難者が発生。 

○津波発生状況 晴海で 1.5m（約５時間後） 

伊勢湾台風 

（昭和 34 年 9

月） 

最低気圧 929.2hPa、 

最大風速 45.4m/s 

（愛知県渥美町） 

伊勢湾の入り口から奥に向かって強い風が吹き、気圧低下とと

もに高潮が発生した。全国で死者・行方不明者合わせて約 5,000 

人もの犠牲者が出るなど、被害は全国に及んだが、名古屋を中心

とした伊勢湾沿岸一帯に甚大な被害が生じたことから、「伊勢湾

台風」と名付けられた。 

キティ台風 

（昭和 24 年８

月） 

最低気圧 956.5hPa、

最大風速 33.2m/s 

（東京都八丈島） 

強風を伴ったほか、満潮時と台風の通過が重なったため、東京

や横浜において大きな高潮被害が発生した。 

堤防を乗り越えた海水による堤防背面の洗掘や堤防への流木

の衝突等により堤防が決壊し、死者・行方不明者 160 人を出す

大災害となった。 

 参考：「日本付近で発生した主な被害地震（平成８年以降）」（平成 27年 10月 22日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai1996-new.html 

「東京都地域防災計画 震災編(平成 26年修正)本冊」（平成 26年７月 東京都防災会議） 

「東日本大震災における東京都の対応と教訓」（平成 23年９月 東京都） 

「東京港海岸保全施設整備計画」（平成 24年 12月 東京都港湾局） 
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10) 法令等の基準等 

消防・防災に関する法令等については、表 9.18-5(1)～(4)に示すとおりである。 

表 9.18-5(1) 消防・防災に関する関係法令等 

法令・条例等 責務等 

建築基準法 

（昭和 25年法律 

第 201号） 

（目的） 

第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民

の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

（構造耐力） 

第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震

動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、建築物の区分に応じ、それぞれ定める基準に

適合するものでなければならない。 

二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物（高さが十

三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。）又は同項第三号に掲げる建築物

（地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンク

リート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政

令で定める建築物に限る。） 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。こ

の場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方

向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定

めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめ

られる安全性を有すること。 

ロ 前号に定める基準に適合すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（耐震基準） 

中規模の地震（震度５強程度）に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しな

い大規模の地震（震度６強から震度７程度）に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の

被害を生じないことを目標としている。 

出典：「マンションの耐震性等についての Q&Aについて」（平成 27年６月８日参照 国土交通省

ホームページ） 

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071208_2_.html#10 

（耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物） 

第二十七条  次に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。 

用途 用途に供する階 客席の床面積の合計 

観覧場 三階以上の階 二百平方メートル以上 

（準防火地域内の建築物） 

第六十二条 準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が

千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え

千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三

である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の

防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物と

しなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。 

【参考：大臣認定の流れ】 

構造体力にかかる大臣認定を受けるために必要な事前の審査を、性能評価として指

定機関が行うことになっている。大臣認定の流れを以下に示す。 

 
出典：「個別建築物の構造安全性評価／建築基準法関連」 

（平成 27年２月 21日参照（一財）日本建築センターホームページ）  
http://www.bcj.or.jp/c12_rating/category/safety/safety01.html 
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表 9.18-5(2) 消防・防災に関する関係法令等 

法令・条例等 責務等 

建築基準法施行令 

（昭和 25年政令第 338

号） 

第八十一条２第二号 

二  高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 

イ 許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国

土交通大臣が定める基準に従つた構造計算 

ロ 前号に定める構造計算 

消防法 

（昭和 23 年法律第 186

号） 

第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災

から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による

傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資するこ

とを目的とする。 

第七条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用につい

て許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建

築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条の二第一項（同法第八十七条第一項 にお

いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による確認を行う指定確認検

査機関（同法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条

において同じ。）は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による

確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なけ

れば、当該許可、認可若しくは確認又は同項 の規定による確認をすることができない。た

だし、確認（同項の規定による確認を含む。）に係る建築物が都市計画法（昭和四十三年法

律第百号）第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住

宅（長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。）である場合又は建築主事が建築基準

法第八十七条の二において準用する同法第六条第一項 の規定による確認をする場合にお

いては、この限りでない。 

第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定め

る大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定め

る二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、又

は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定め

る資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対

象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、

消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用

又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員

の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 

第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途

防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に

供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）につい

て消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定め

る技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。 

消防法施行令 

（昭和 36年政令 37号） 

（防火対象物の指定） 

第六条 法第十七条第一項 の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とす

る。 

別表第一 (1) イ 観覧場 

      (14) 倉庫 

           (15) 前各項に該当しない事業場 

 (16)イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(5)イ 旅館、ホテル、宿泊所

その他これらに類するもの 

 

東京都震災対策条例 

（平成 12 年東京都条例

第 202号） 

（目的） 

第一条 この条例は、地震による災害(以下「震災」という。)に関する予防、応急及び復興

に係る対策(以下「震災対策」という。)に関し、都民、事業者及び東京都(以下「都」とい

う。)の責務を明らかにし、必要な体制を確立するとともに、予防、応急及び復興に関する

施策の基本的な事項を定めることにより、震災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって

現在及び将来の都民の生命、身体及び財産を震災から保護することを目的とする 

(基本的責務) 

第二条 知事は、震災対策のあらゆる施策を通じて、都民の生命、身体及び財産を震災から

保護し、その安全を確保するとともに、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復

興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 

2 前項の目的を達成するため、知事は、震災対策に関する事業(以下「震災対策事業」とい

う。)の計画(以下「震災対策事業計画」という。)を策定し、その推進を図らなければなら

ない。 
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